
７ 学校法人の解散(
合併による学校法人の解散の場合は、学校法人合併認可申請書＜様式５＞

によること。                           ) 
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１ 解 散 事 由 の 発 生  

県 担 当 者 ２ 設 置 者 の 県 へ の 協 議 

解 散 事 由  

① 理事の３分の２以上の同

意（事前に評議員会の意見聴取） 

② 寄附行為に定める解散事

由の発生 

③ 目的たる事業の成功の不

能 

④ 破産 

⑤ 所轄庁の解散命令 

 

設 置 者 

12 学校法人解散届出書 

＜様式 10＞ 

３ 私立学校審 

議会へ諮問 

８ 私立学校審

議会へ諮問 

４ 審議 

協 議 

指 導 

諮 問 

答 申 

５ 解 散 命 令  

６ 学校法人解散認可 

  申請書の提出 

＜様式４＞ 

９ 審議 
諮 問 

答 申 

通 知 

申 請 
７ 受理・書面 

審査 

通 知 

10 学校法人解 

散認可 

11 解散及び清算人の登記 

  （解散した日から２週間 

   以内） 

13 清算人就職届出書の提

出  ＜様式 11＞ 

 〈次ページへ〉 

受 理 

受 理 

届 出 

届 出 

② ④ 

① ③ ② ④ 

① ③ ⑤ 

⑤  
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(注) 1 解散する事由によって知事の認可を必要とする場合と届出による場合があるので留意すること。 

     2 14(1)の債権申出の公告とは、債権者に対して、一定の期間内に当該法人に対する債権について

請求の申出をするよう当該法人が公告をもって催告することをいう。当該公告には、債権者が期

間内に申出をしない場合、当該債権が清算から除斥される旨を附記する必要がある。（私立学校

法第 117 条第 1項、2項参照） 

 

 

 

 

 

15 残 余 財 産 の 引 き 渡 し 

14 債権の取り立て及び債務

の弁済 

 

(1) 債権申出の公告 

（官報を利用。清算人

が就任した日から 2 ヵ

月以内に最低３回の公

告を行う必要がある） 

(2) 自明の債権者には個々

に催告 

(3) 債権の取り立て 

(4) 債務の弁済 

17 清算結了届出書の提出 

  （清算結了後 10 日以内） 

＜様式 12＞ 

受 理 
届 出 

〈前ページから〉 

16 清 算 結 了 の 登 記  


